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地区計画の変更について
（事前説明）

令和５年10月12日

山元町建設課
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説明の内容

１．都市計画とは

２．「規制」に関する都市計画の種類

３．地区計画の指定（変更）に向けて

４．今後のスケジュール
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１．都市計画とは

都市をコントロールして健全に発展させること

都市計画は 「都市計画法」 に基づいて行われる

都市計画を策定する場が 「都市計画区域」

山元町は町域全域が 「都市計画区域」 に指定
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都市計画は大きく３つに分けられる

（１） 土地利用に関する計画 「規制」 → 今回の検討事項
・ 無秩序な開発を防ぐ
・ 場所によって建てられる建物を指定する
・ 良好な住環境を細かくとり決める

（２） 都市施設に関する計画 「整備」

・ 道路や鉄道で都市の骨格をつくる
・ 下水道で衛生的な環境をつくる

（３） 市街地開発事業に関する計画 「改善」

・ 土地の区画を整序化する、再開発する
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２．「規制」に関する都市計画の種類

（１）無秩序な虫食い状の市街化を防ぐ  区域区分

（２）土地利用を制限して住みやすくする  用途地域

（３）歴史ある建造物や景観守るなど  地域地区

（４）良好な住環境を細かくとり決める  地区計画
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都市計画による土地利用計画のイメージ

地区計画
３つの新市街地に指定済み
（今回指定範囲の拡大を検討）

その他の地域地区
山元町は未指定

用途地域
昨年度新市街地を中心に指定

区域区分
山元町は非線引き
（市街化区域と調整区域の区別なし）
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身近な空間について地区のルールを細かく定め、
良好な住環境を維持すること

例えば…
・ 敷地面積の最低限度を定める
・ 隣地との境界から建物の壁面を後退させる
・ 建物の最大高さを定める
・ ブロック塀ではなく生垣とする
・ 屋上の広告を禁止する など

（１） 地区計画とは

３．地区計画の指定（変更）に向けて
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（２） これまでの経緯

平成２７年３月
新市街地の住環境を将来にわたり
維持するため、地区計画を指定

新山下駅周辺地区

新坂元駅周辺地区

宮城病院周辺地区

用途地域の決定（総括図）
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令和５年３月
土地利用を制限して住みやすくするため、
新市街地を中心に用途地域を指定

※新山下駅周辺地区では開発の進む県道沿線にも
※用途地域を指定したが、地区計画は未指定の状態



（３） 地区計画の変更を検討する区域

※宮城病院及び新坂元駅
※周辺地区は、用途地域
※を指定した区域と地区
※計画の区域が同じである
※ため、変更の必要なし

【新山下駅周辺地区】

用途地域を指定した
区域に合わせて、
地区計画の追加指定
を検討
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（４） 現在の地区計画内容（その１）
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①敷地面積の最低限度 ②壁面位置の制限、壁面後退区域
②における工作物設置の制限165㎡（約50坪）

敷地境界

外壁の後退距離

敷地境界

建築物の外壁または柱の面から道路境界線
または隣地境界線までの距離を１ｍ以上確保

※車庫や物置等は緩和措置あり

居住環境の悪化を防止し、ゆとりある住環境を
維持するために制限

宅地の細分化による
無秩序な狭小住宅の
立地を防止



（４） 現在の地区計画内容（その２）
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③地盤高改変の制限 ④地区幹線１号からの自動車の
④乗り入れの制限

かさ 上げ

掘削

地盤高の無秩序な改変（盛土、切土）
を制限して隣地との環境悪化を防止 円滑な自動車交通を確保し、自動車、歩行者

の安全を確保するため、地区幹線１号からの
自動車の乗り入れを制限

乗入



建築物等の
高さの最高限度

一団地の
津波防災
拠点市街地
形成施設

第一種住居地域、近隣商業地域
土地利用

(建物用途)の制限

用途地域

第一種住居地域 200%/60%
近隣商業地域 200%/80%

容積率／建ぺい率

斜線制限

（５） その他の法規制
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住宅地区： 12m 以下 商業地区： 20m 以下

12m 以下 20m 以下

地盤面

20m

20m

1.25

1

1

1.25

道路斜線： 適応距離 20m
　 　 　 　 　 勾配 1.25
隣地斜線： 立ち 上がり  20m
　 　 　 　 　 勾配 1.25

20m

31m

1.5

1

1

2.5

道路斜線： 適応距離 20m
　 　 　 　 　 勾配 1.5
隣地斜線： 立ち 上がり  31m
　 　 　 　 　 勾配 2.5

第一種住居地域

近隣商業地域

一般住宅12m以下 公益施設(商業等)20m以下



（６） 現在の法規制のまとめ

用途
地域

一団地の
津波防災
拠点施設

地区
計画

制限内容

  ●① 敷地面積の最低限度

  ●② 壁面位置の制限

  ●③ 地盤高改変の制限

  ●④ 地区幹線1号からの乗り入れの制限

 ● ⑤ 建築物等の高さの最高限度

●  ⑥ 土地利用(建物用途)の制限

●  ⑦ 容積率、建ぺい率

●  ⑧ 斜線制限

現在の新山下駅周辺地区の法規制
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今回の検討区域は盛土された
新市街地に比べて地盤が低い

③地盤高改変の制限、
⑤建築物等の高さの最高限度

は地区計画に含めず、

①敷地面積の最低限度
②壁面位置の制限

を地区計画として定める。
※④は対象外、⑥⑦⑧は用途地域により
※昨年度指定済み

高さに関する地区計画は
津波避難タワーなども制限対象



４．今後のスケジュール

・11月26日(日)16時～意見交換会を開催 （11月広報等で周知）

・公聴会等を経て、２月の都市計画審議会にて議案提案の予定
・（町議改選により、都計審委員が変更となる場合、本日の説明内容を個別に説明）

14

★ ★ ★

★ ★

★

2023 .６月 ７月 ８月 ９月

原案作成及び

関係機関協議

事前協議・

都市計画審議会

告示・図書の縦覧

内部調整・

議会説明

３月１０月 １１月 １２月 2024.１月 ２月

公聴会
県への事前照会・都市計画案の決定

公告・案の縦覧

都市計画審議会（議案審議）
都市計画審議会（概要説明）

庁内・議会報告、HP更新等

決定の告示 ・
図書の縦覧

現在

11/26



資料１（3/3）

国
道
６
号

山元町役場

山下駅

つばめの杜
 中央公園

つばめの杜
  保育所

山下第二
 小学校

町
道
い
ち
ご
街
道
線

つば
め
の
杜
大
橋

地区計画指定検討区域図

駅前広場

調整池

調整池

Ｐ＆Ｒ
駐車場

地区幹線１号

（避難路）

つばめの杜北線(拡幅予定) つばめの杜44号線(新設予定)

沿道住宅地区への地区計画指定を検討

地域交流
センター

沿道住宅地区の法規制
・用途地域
　①建物用途の制限　②容積率・建ぺい率　③斜線制限

新市街地の法規制

・地区計画
　①敷地面積の最低限度（165㎡・約50坪）
　②壁面位置の制限（隣地境界から1m以下）
　③地盤高改変の制限
　④地区幹線１号からの自動車乗り入れの制限

・一団地の津波防災拠点市街地形成施設
　①建築物の高さの最高限度
　 （一般住宅12m以下/公益施設(商業等)20m以下）

・用途地域
　①建物用途の制限　②容積率・建ぺい率　③斜線制限

良好な住環境の維持を目的として
新市街地に適用している法規制

つばめの杜45号線(新設予定)

第一種住居地域(200/60)に指定済み
約42.7ha

近隣商業地域(200/80)に指定済み
約4.1ha

新たに沿道住宅地区への
地区計画指定を検討


















































